
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

四

三

一

号

外
務
省
所
管
の
各
種
法
人
に
対
す
る
同
省
の
助
成
等
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男

431



外
務
省
所
管
の
各
種
法
人
に
対
す
る
同
省
の
助
成
等
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
三
五
三
号
）
で
は
、
公
益
法
人
、
社
団
法
人
、
財
団
法
人
等
の
、
外
務
省
が
所
管

し
て
い
る
各
種
法
人
に
対
す
る
、
平
成
十
七
年
度
か
ら
十
九
年
度
ま
で
の
五
年
度
に
わ
た
る
同
省
の
補
助
金
交
付
金
額
並
び
に

そ
れ
が
各
法
人
の
収
入
に
占
め
る
割
合
に
つ
き
、
以
下
の
通
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

・
平
成
十
七
年
度

�

財
団
法
人
日
本
国
際
問
題
研
究
所

四
億
三
千
九
万
五
千
円

四
十
九
�
九
％

�

財
団
法
人
交
流
協
会

十
六
億
五
百
四
十
万
千
円

五
十
三
�
一
％

�

社
団
法
人
北
方
領
土
復
帰
期
成
同
盟

四
千
五
十
六
万
七
千
円

二
十
七
�
五
％

�

社
団
法
人
国
際
協
力
会

三
千
百
四
十
六
万
七
千
円

九
十
一
�
八
％

�

社
団
法
人
国
際
農
業
者
交
流
協
会

四
千
五
百
十
万
二
千
円

十
三
�
六
％

�

財
団
法
人
オ
イ
ス
カ

二
千
九
十
二
万
四
千
二
百
六
十
六
円

一
�
九
％

�

財
団
法
人
国
際
医
療
技
術
交
流
財
団

五
十
一
万
四
千
三
百
二
十
円

〇
�
八
％

・
平
成
十
八
年
度

一



�

財
団
法
人
日
本
国
際
問
題
研
究
所

四
億
三
千
六
百
七
十
六
万
九
千
円

五
十
二
�
九
％

�

財
団
法
人
交
流
協
会

十
四
億
七
千
七
十
一
万
二
千
円

五
十
�
七
％

�

社
団
法
人
北
方
領
土
復
帰
期
成
同
盟

三
千
八
百
三
十
二
万
三
千
円

三
十
�
一
％

�

財
団
法
人
オ
イ
ス
カ

二
千
三
百
八
十
九
万
千
三
百
九
十
四
円

一
�
八
％

�

財
団
法
人
国
際
開
発
救
援
財
団

百
二
十
三
万
五
千
四
百
円

〇
�
五
％

・
平
成
十
九
年
度

�

財
団
法
人
日
本
国
際
問
題
研
究
所

四
億
二
千
四
百
三
十
八
万
九
千
円

五
十
�
五
％

�

財
団
法
人
交
流
協
会

十
五
億
千
七
百
八
十
七
万
九
千
円

五
十
�
六
％

�

社
団
法
人
北
方
領
土
復
帰
期
成
同
盟

四
千
七
十
六
万
九
千
円

三
十
二
�
四
％

�

財
団
法
人
オ
イ
ス
カ

千
九
百
十
八
万
千
五
百
七
十
六
円

一
�
一
％

�

財
団
法
人
ケ
ア
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ジ
ャ
パ
ン

七
十
六
万
二
千
三
百
五
十
五
円

〇
�
三
％

�

財
団
法
人
セ
ー
ブ
・
ザ
・
チ
ル
ド
レ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

二
百
二
十
一
万
千
七
百
二
十
八
円

〇
�
二
％

�

財
団
法
人
家
族
計
画
国
際
協
力
財
団

四
十
三
万
三
千
三
百
八
十
六
円

〇
�
一
％

二



�

社
団
法
人
日
本
国
際
民
間
協
力
会

二
百
九
十
四
万
二
千
八
百
七
円

一
�
四
％

右
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

前
文
に
あ
る
法
人
の
内
、
例
え
ば
平
成
十
七
年
度
に
外
務
省
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
三
千
万
円
、
四
千
万
円
を
超
え
る
補
助
金
の

交
付
が
な
さ
れ
、
同
法
人
の
収
入
に
占
め
る
割
合
も
九
十
一
�
八
％
、
十
三
�
六
％
を
占
め
て
い
た
社
団
法
人
国
際
協
力

会
、
国
際
農
業
者
交
流
協
会
に
対
し
、
翌
年
度
以
降
、
同
省
よ
り
補
助
金
の
交
付
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

二

本
年
五
月
十
九
日
、
文
部
科
学
省
所
管
の
公
益
法
人
で
あ
る
日
本
漢
字
能
力
検
定
協
会
の
理
事
長
と
副
理
事
長
が
背
任
容

疑
で
逮
捕
さ
れ
た
。
右
に
つ
い
て
は
、
主
務
官
庁
と
し
て
の
文
科
省
の
責
任
も
重
い
と
考
え
る
。
現
在
、
中
央
省
庁
等
か
ら

補
助
金
を
受
け
取
り
、
ま
た
国
家
公
務
員
の
天
下
り
先
と
な
っ
て
い
る
公
益
法
人
や
独
立
行
政
法
人
の
各
種
法
人
に
対
す
る

国
民
の
信
頼
は
大
き
く
揺
ら
い
で
い
る
も
の
と
思
料
す
る
。
「
前
回
答
弁
書
」
で
外
務
省
は
、
前
文
で
挙
げ
た
法
人
に
つ
い

て
「
設
立
目
的
に
則
し
た
公
益
に
資
す
る
活
動
を
実
施
し
て
き
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
を
し
て
い
る

が
、
同
省
が
そ
う
認
識
し
て
い
る
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。
右
は
そ
れ
ぞ
れ
の
法
人
の
経
営
方
針
、
収
支
状
況
等
を
正
確
に
把

握
し
た
上
で
の
答
弁
か
。

三

前
文
で
挙
げ
た
法
人
の
内
、
例
え
ば
北
方
領
土
復
帰
期
成
同
盟
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
の
政
府
答
弁

三



書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
五
三
号
）
で
「
社
団
法
人
北
方
領
土
復
帰
期
成
同
盟
（
以
下
「
北
方
同
盟
」
と
い
う
。
）
に
よ

れ
ば
、
平
成
十
二
年
に
預
金
残
高
の
不
足
金
及
び
事
業
に
係
る
取
引
先
へ
の
未
払
金
（
以
下
「
不
足
金
等
」
と
い
う
。
）
が

生
じ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
平
成
三
年
度
か
ら
不
足
金
が
発
生
し
、
不
足
金
等
の
合
計
額
は
、
約
二

千
万
円
で
、
現
在
補
填
を
行
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
北
方
同
盟
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
経
理
担
当
職
員
（
以
下
「
職

員
」
と
い
う
。
）
は
退
職
し
て
お
り
、
職
員
に
対
し
て
退
職
金
が
支
払
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
職
員
か
ら
北
方
同
盟
に
対
し

て
同
額
の
金
銭
が
支
払
わ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
北
方
同
盟
に
よ
れ
ば
、
職
員
を
告
訴
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
」
と
の

答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
様
に
、
過
去
に
使
途
不
明
金
が
発
生
し
た
こ
と
が
あ
る
と
承
知
す
る
。
前
文
で
挙
げ
た
法
人
の
内
、

北
方
領
土
復
帰
期
成
同
盟
同
様
、
過
去
に
使
途
不
明
金
が
発
生
す
る
等
の
不
祥
事
が
あ
っ
た
法
人
は
な
い
か
、
外
務
省
と
し

て
把
握
し
て
い
る
か
。

四

前
回
質
問
主
意
書
で
、
外
務
省
の
課
長
・
企
画
官
相
当
職
よ
り
下
の
職
員
に
つ
き
、
過
去
五
年
間
、
前
文
で
触
れ
た
法
人

を
含
め
、
外
務
省
が
所
管
す
る
二
百
十
四
の
特
例
民
法
法
人
に
天
下
っ
た
職
員
は
何
名
い
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回

答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
と
し
て
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の

答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
同
省
と
し
て
右
を
把
握
し
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

四



右
質
問
す
る
。

五


